
一

（
国
土
交
通
委
員
会
）

住
宅
確
保
要
配
慮
者
に
対
す
る
賃
貸
住
宅
の
供
給
の
促
進
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣

法
第
五
二
号
）
（
先
議
）
要
旨

本
法
律
案
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一

住
宅
確
保
要
配
慮
者
に
対
す
る
賃
貸
住
宅
の
供
給
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正

１

国
土
交
通
大
臣
及
び
厚
生
労
働
大
臣
は
、
住
宅
確
保
要
配
慮
者
に
対
す
る
賃
貸
住
宅
の
供
給
の
促
進
に
関
す
る
基
本
的

な
方
針
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
。

２

賃
貸
住
宅
に
日
常
生
活
を
営
む
の
に
援
助
を
必
要
と
す
る
住
宅
確
保
要
配
慮
者
を
入
居
さ
せ
、
訪
問
等
に
よ
り
そ
の
心

身
及
び
生
活
の
状
況
を
把
握
し
、
そ
の
状
況
に
応
じ
た
利
用
可
能
な
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
情
報
の
提
供
及
び
助
言
そ

の
他
住
宅
確
保
要
配
慮
者
の
生
活
の
安
定
を
図
る
た
め
に
必
要
な
援
助
を
行
う
事
業
を
実
施
す
る
者
が
作
成
・
申
請
し
た

当
該
事
業
に
関
す
る
計
画
を
、
福
祉
事
務
所
を
設
け
る
市
区
町
村
の
長
等
が
認
定
す
る
制
度
を
創
設
す
る
こ
と
と
す
る
。

３

生
活
保
護
の
実
施
機
関
は
、
２
の
認
定
を
受
け
た
一
定
の
事
業
者
か
ら
当
該
認
定
に
係
る
賃
貸
住
宅
に
入
居
す
る
被
保

護
者
の
住
宅
扶
助
費
の
代
理
納
付
を
希
望
す
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
と
き
は
、
原
則
、
代
理
納
付
を
行
う
こ
と
と
す
る
。



二

４

住
宅
確
保
要
配
慮
者
居
住
支
援
法
人
が
行
う
業
務
と
し
て
、
賃
借
人
で
あ
る
住
宅
確
保
要
配
慮
者
か
ら
の
委
託
に
基
づ

き
、
当
該
住
宅
確
保
要
配
慮
者
が
死
亡
し
た
場
合
に
お
け
る
賃
貸
借
契
約
の
解
除
並
び
に
居
住
し
て
い
た
住
宅
及
び
そ
の

敷
地
内
に
存
す
る
動
産
の
保
管
、
処
分
そ
の
他
の
処
理
を
行
う
こ
と
等
を
追
加
す
る
こ
と
と
す
る
。

５

住
宅
確
保
要
配
慮
者
の
民
間
賃
貸
住
宅
へ
の
円
滑
な
入
居
に
資
す
る
家
賃
債
務
の
保
証
に
関
す
る
業
務
を
行
う
者
を
国

土
交
通
大
臣
が
認
定
す
る
制
度
を
創
設
す
る
こ
と
と
す
る
。

６

地
方
公
共
団
体
は
、
単
独
で
又
は
共
同
し
て
、
住
宅
確
保
要
配
慮
者
の
民
間
賃
貸
住
宅
へ
の
円
滑
な
入
居
の
促
進
に
資

す
る
活
動
を
行
う
者
及
び
住
宅
確
保
要
配
慮
者
の
福
祉
に
関
す
る
活
動
を
行
う
者
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
住
宅
確
保
要
配
慮

者
居
住
支
援
協
議
会
を
置
く
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
。

二

高
齢
者
の
居
住
の
安
定
確
保
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正

終
身
賃
貸
事
業
に
係
る
都
道
府
県
知
事
の
認
可
手
続
に
お
い
て
、
事
業
認
可
申
請
書
の
記
載
事
項
と
し
て
賃
貸
住
宅
の
位

置
等
を
不
要
と
す
る
こ
と
等
に
よ
り
、
当
該
事
業
に
用
い
る
賃
貸
住
宅
を
特
定
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
こ
と
と
す
る
。

三

こ
の
法
律
は
、
一
部
の
規
定
を
除
き
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め

る
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
す
る
。


